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平成 23 年度第 1 回鎌倉市都市計画審議会［会議次第］ 

 

                      平成 23 年 6 月 1 日（水）午後 3 時から 

                            鎌倉市役所 全員協議会室 

 

 

       ○ 開 会 

 

 

１ 議案 

（1）議案第 1号 鎌倉都市計画公園の変更について（3･2･1号岩瀬下関防災公園の追加） 

 

２ 報告 

（1）報告第 1号 鎌倉市都市マスタープランの評価・検討について 

 

３ その他 

 

 

       ○ 閉 会
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出席委員  

鎌倉市議会議員 赤 松 正 博 

   〃 石 川 寿 美 

   〃 伊 東 正 博 

   〃 安 川 健 人 

 

慶應義塾大学教授                                    大 江 守 之 

東京大学教授                                        大 方 潤一郎 

株式会社建築プラス環境設計事務所取締役              田 隝 裕 美 

協同法律事務所                                      藤 村 耕 造 

千葉商科大学大学院教授                              吉 田   寛 

 

鎌倉市農業委員会                                    石 井 廣 志 

鎌倉市観光協会                                    井 手 太 一 

大船工業倶楽部                                      柳 澤 秀 夫 

欠席委員  

藤沢土木事務所所長                                  今 井 雄 二 

早稲田大学教授                                      佐 々 木 葉 

鎌倉商工会議所                                      山 本 元 洋 

 

出席した職員の職氏名 

景観部公園海浜課長                     伊 東 弘 善 

〃   課長代理                   石 山 由 夫 

〃    整備担当係長 新 井 一 仁 

〃    整備担当 鈴 木 宏 和 

（事務局） 

まちづくり政策部長                          石 井 康 則 

    〃   次長兼土地利用調整課長          猪 本 昌 一 

    〃   まちづくり政策課長                  征 矢 剛一郎 

    〃   都市計画課長              舘 下 優 三 

              〃 課長補佐        芳 本 俊 雄 

              〃 課長補佐        関 沢 勝 也 

          〃  都市計画担当係長  不 破 寛 和 

          〃  都市計画担当          後 藤 由 歌 

          〃  都市計画担当          菊 地   淳 
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会議録 

 

大 方 会 長  皆さんこんにちは。ただ今から平成 23年度第 1回鎌倉市都市計画審

議会を開催いたします。議長を務めさせていただく、会長の大方で

ございます。3･11 の災害以来、何か時間が止まったような気分にな

りまして、気重に想う感じではございますが、ご了承いただきたい

と存じます。 

委員の皆さまには、お忙しい中をご出席いただきまして誠にありが

とうございます。本日はよろしくお願いします。 

それでは、審議に入る前に、事務局から報告事頄をお願いします。 

 

舘下都市計画課長    皆さんこんにちは。私は 5 月 1 日付けの人事異動で都市計画課に配

属されました課長の舘下優三と申します。 

本日は事務局を務めさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

それでは、始めに資料のご確認をお願いいたします。 

事前に送付させていただきました議案集と、本日、皆様のお席に、「次

第」、「鎌倉市都市マスタープラン白書 2011」、「鎌倉市都市マスター

プランのパンフレット」を置かせていただきました。 

また、「鎌倉市都市マスタープラン」「鎌倉市都市マスタープラン増

補版」の冊子も併せてご用意させていただきました。 

なお、こちらの冊子につきましては、会議終了後、回収をさせてい

ただきたいと存じますので、予めご了承願います。 

資料等が、ございませんようでしたら、事務局までご連絡ください。 

よろしいでしょうか。 

それでは、続きまして、事務局から 3 点ほど、報告させていただき

ます。 

まず、本日の欠席委員のご報告をさせていただきます。 

山本委員、佐々木委員、今井委員の 3 名の方から、所用のため欠席

される旨のご連絡をいただいております。 

なお、大江委員、藤村委員は若干遅れるとの連絡が入っております。 

また、井手委員は所用のため、4時頃退席される旨を伺っております。 

委員は全員で 15名でございますので、本日は、過半数を超える委員

のご出席をいただいておりますので、審議会が成立しておりますこ

とをご報告いたします。 

また、本日は、委員の改選が行われてから、初めて出席される委員
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さんがおられますので、ご紹介させていただきます。吉田 寛委員

でございます。 

よろしければ、自席にて自己紹介をお願いいたします。 

 

吉 田 委 員  はじめまして、吉田寛と申します。千葉商科大学で会計学を教えて

おりますが、尐し変わった会計でありまして、役所の会計をやって

おります。会計といいますと数字合わせのような感じがいたします

が、そもそも 4000 年前に、その人に会って、この人に仕事を任せて

良いのかどうかというのが判るように、その功績を図りましょうと

言いました。それが会計の始まりだったのですが、そんなことをテ

ーマに子どもにつけを回さないということをやっております。もし

よろしければ後でどのようなということをと聞いていただければ、

このようなことと申し上げたいと思っておりますので、これを機会

にどうぞよろしくお願いいたします。 

 

舘下都市計画課長  ありがとうございました。 

次に、人事異動もございましたことから、事務局職員の紹介をさせ

ていただきます。 

まちづくり政策部長の 石井康則でございます。 

まちづくり政策部次長で土地利用調整課長の 猪本昌一でございま

す。 

まちづくり政策課長の 征矢剛一郎でございます。 

続いて、議案の関係で出席しております職員を紹介いたします。 

公園海浜課、課長の 伊東弘善でございます。 

同じく公園海浜課、課長代理の 石山由夫でございます。 

また、個々の紹介は省略させていただきますが、都市計画課、公園

海浜課の職員が出席しております。 

よろしくお願いいたします。 

最後に、会議の傍聴についてご報告いたします。 

広報かまくらとホームページにおきまして、本審議会の傍聴者の募

集をいたしましたところ、傍聴希望者はございませんでした。 

以上で、報告を終わります。 

 

大 方 会 長  ありがとうございました。 

それでは、次第に沿って会議を進行いたします。 

始めに次第 1の 議案第 1号「鎌倉都市計画公園の変更について（3･
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2･1 号岩瀬下関防災公園の追加）」について、事務局から説明をお願

いします。 

 

舘下都市計画課長  議案第 1号 鎌倉都市計画公園の変更（3・2・1号岩瀬下関防災公園

の追加）についてご説明させていただきます。 

座って説明させていただきます。 

スクリーンをご覧ください。始めに、計画地でございます。 

スクリーンでは、都市計画図をご覧いただいております。 

位置関係でございます。 

こちらが、ＪＲ大船駅でございます。 

大船駅から、約１．５キロメートル東側に位置しております、 

赤枠でお示しした区域が、今回、都市計画公園に追加しようとする 

3・2・1号岩瀬下関防災公園でございます。 

近くに、都市計画道路 横浜鎌倉線がございます。 

最寄りの施設といたしましては、大船警察署がございます。 

次にスクリーンでは、計画地周辺の地形図をご覧いただいておりま

す。 

赤枠でお示ししております区域が、計画地でございます。 

計画地の地域地区等は、用途地域が第一種中高層住居専用地域で、 

建ぺい率 60パーセント、容積率 150パーセント、 

また、高度地区の指定がございます。 

近隣には、円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域がございます。 

次に、計画地周辺の航空写真でございます。 

赤線で囲んだ部分が計画地でございます。 

計画地の区域についてですが、本計画地内には、東京電力所有の鉄

塔があり、現状では柵が作られ、立ち入りが出来ない土地があるた

め、区域から除外をしております。 

また、本計画地は「防災公園街区整備事業」により整備を行うこと

から、公園区域以外に公共公益施設用地として、約０．１ヘクター

ルを確保しております。 

公共公益施設用地の利用については、防災備蓄倉庫、地域コミュニ

ティー施設などの設置を予定していますが、現段階では最終的な施

設は決定されておりません。 

また、他に周辺道路の拡幅を予定しており、同様に区域から除外を

しております。 

将来的な土地利用計画は、このようになります。 
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こちらは、現況写真でございます。 

１枚目は、①の位置から矢印の方向へ、撮影したものです。 

こちらが、現況写真を拡大したものです。 

２枚目は、②の位置から矢印の方向へ、撮影したものです。 

こちらが、現況写真を拡大したものです。 

手前に見えております、井戸と池は、ビオトープとして市民の有志

が整備したものです。 

３枚目は、③の位置から矢印の方向へ、撮影したものです。 

こちらが、現況写真を拡大したものです。 

最後に４枚目ですが、④の位置から矢印の方向へ、撮影したもので

す。 

こちらが、現況写真を拡大したものです。 

先に見えていますのが、東京電力が所有する鉄塔で、周辺には立ち

入りが出来ないよう柵が造られております。 

次に、上位計画との整合について、でございますが、お手元の議案

第 1号の資料 2ページにあります、理由書も併せてご覧ください。 

「鎌倉市都市マスタープラン」では、都市防災の方針において、重

点的に取り組む内容である、避難、援助体制の強化策として、「避難

所としての公園等の整備に取り組む」としています。 

また、地域別方針 大船丘陵地域においては、身近な公園・広場の整

備を具体的な取り組みとしています。 

「鎌倉市緑の基本計画」では、施策方針において、本計画地を都市

公園等の候補地として位置付けをしております。 

「第 3 次鎌倉市総合計画」では、施策の方向において、地域の特性

や利用者の利便性・多様化するニーズに対忚した公園の整備に努め

るとしています。  

鎌倉市地域防災計画では、防災機能をもった基幹公園の候補地とし

ています。 

そして、神奈川県の「鎌倉都市計画 都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針」では、レクリエーション系統の配置方針として、住区

基幹公園については、設定された住区をもとにして、地域住民の運

動・休養の場としての整備を図るとしています。 

このため、本計画地につきましては、主として近隣に居住する者の

利用に供することを目的に、一次避難地機能も有した都市公園を都

市計画公園に追加指定し、都市計画の変更を行うものでございます。 

当該地の都市計画の内容についてまとめますと、都市計画公園の種
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別は、近隣公園、名称は、3・2・1号 岩瀬下関防災公園、面積は約

0.9ヘクタールとなります。 

こちらは、新旧対照表でございます。 

現在、本市では、街区公園が４７箇所、総合公園が 1 箇所、運動公

園が１箇所、風致公園である特殊公園が４箇所を都市計画公園に指

定しておりますが、本計画地が追加指定されますと、本市では最初

の近隣公園となります。 

次に、本案件に係る、これまでの都市計画手続の経緯について、ご

説明いたします。 

市素案を確定した後、本年、2月 15 日から 3月 1 日までの 2 週間、

素案の閲覧を行いました。 

その結果、閲覧者は 0名で、公述の申出はございませんでした。 

このため、3 月 15 日に予定しておりました、公聴会は中止となりま

した。 

その後、神奈川県との原案協議を行い、4 月 12 日付で、異存のない

旨の通知を受け、5 月 6 日から 20 日までの２週間、法定縦覧を行い

ました。 

その結果、縦覧者は 0名で意見書の提出もございませんでした。 

市町村の都市計画の決定につきましては、市町村都市計画審議会の

議を経て、都市計画を決定するものとされていることから、本日、

当審議会へ付議させていただいた次第でございます。 

最後に、今後の予定でございますが、当審議会にて可決されますと、

その後、神奈川県知事の同意を得まして、本年７月中旪頃、都市計

画変更の告示を行いたいと考えております。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

大 方 会 長  ありがとうございました。 

それでは、質疑に移ります。ただ今の説明についてご意見、ご質問

はございますでしょうか。 

何かありませんでしょうか。それでは、私が聞き洩らしたのかも知

れませんが、この敷地というか公園用地というのは、元は何だった

のですか。 

 

芳本都市計画課長補佐  当時は、昭和 51年から借地型の青尐年広場として市民に開放してお

りまして、自治会のお祭りですとか野球ですとか、そういった利用
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はなされていたようでございます。 

 

大 方 会 長  事実上、公園的な場所として使われていたということですね。 

 

石 川 委 員  防災公園として活用していくことは本当に良いことなのですけど、

3・11の災害が起こって、本当に防災対策を至急に構築していく状況

だと思いますけど、この公園はいつから防災公園として使用可能と

なるのか、その辺をお伺いしたいのですけれども。 

 

伊東公園海浜課長  公園海浜課長の伊東です。よろしくお願いします。 

この事業の予定といたしましては、今年度、地元説明会を開いて計

画内容を確定しまして、その後、24、25、26 年度の 3 ヶ年で整備を

行いますので、27年の 4月に供用開始を予定しております。 

 

大 方 会 長  他にいかがでしょうか。なければ、議案第 1 号につきましては「可

決」ということでよろしいでしょうか。 

 

（可決を確認） 

 

ありがとうございました。 

それでは、この議案の関係で出席している職員が退席をいたします

ので、その間、暫時休憩とさせていただきます。 

 

（退席を確認） 

 

それでは、再開いたします。 

続きまして、次第 2 の報告第 1 号「鎌倉市都市マスタープランの評

価・検討について」事務局から説明をお願いします。 

 

舘下都市計画課長  報告第 1 号 鎌倉市都市マスタープランの評価・検討について報告

いたします。  

座って説明をさせていただきます。 

スクリーンとお手元の資料を合わせてご覧ください。 

本案件は、現在ある鎌倉市都市マスタープラン増補版の施策に対し、

実績に基づき評価・検討したものを 「鎌倉市都市マスタープラン白

書 2011」として取りまとめたことにより報告するものです。 
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皆様のご存じのとおり、都市マスタープランは、平成４年都市計画

法の改正に伴って市町村レベルで、地域の実情と市民の意向を反映

した都市計画の方針づくりが法的に位置付けされました。  

これを受け、本市では平成 10年 3月に鎌倉市都市マスタープランが

策定され、その役割は、 都市計画のマスタープランであると同時に、

鎌倉市総合計画の都市整備に関わる部分の計画としての位置付けを

持ち、今後の部門別計画の実施計画等の指針となり続けております。  

その内容につきましては、先ほどの役割とともに、まちづくりの長

期的な方向性を示すもので３０年、中期的には１０年の計画期間を

見込んでおります。 また、その実現の方途のひとつとして、社会経

済の変化に柔軟に対忚するとともに、着実な実現を図るため、概ね

５年ごとに、 その内容及び達成状況について評価・検討し、必要に

忚じて見直しを行うこととしております。そのことから、平成 17年

3 月に平成 10 年に策定した鎌倉市都市マスタープランの内容の評

価・検討を行い、 必要に忚じた見直しをした増補版を策定いたしま

した。  

今回はその増補版策定から 5年が経過したことから、その内容及び、

実績について評価検討を行ったものです。 

今回の白書については、増補版に基づきその後の 5 年間の実績に対

する評価・検討となります。 また、鎌倉市都市マスタープラン策定

から約 10年が経過し、全体的な見直しが必要と考えますが、増補版

策定時に、補強のための見直し作業を行っていること、現在の都市

マスタープランの内容が現在でも適用できること、 全体的見直しを

行う場合、鎌倉市の最上位の行政計画である総合計画の見直し作業

が平成２６年から平成２７年度末まで予定されており、 その作業と

同時並行して見直しを行うことが、より相互間の関係として明確に

なることを考え、鎌倉市の実施計画においても 全体的な見直しは総

合計画の見直しに合わせることとしております。 

それでは、白書について説明いたします。  

今回の作業の目的・位置づけですが、庁内で行った客観的なデータ

等に基づき前回の評価・検討作業後の状況について評価・検討し、

今後の予定している見直し作業に向けた足がかりとしております。  

また、内容・検討方法につきましては、「人口、財政等の統計データ

の把握」、「施策の実施状況の把握」を行い 都市計画課にて評価・検

討を行いました。また、客観的評価といたしまして学識経験者の評

価及び、総評を掲載させていただきました。  
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学識経験者として、鎌倉市都市マスタープラン策定当初から、策定

委員会及び、評価検討委員会で委員長を務めていただき、 当審議会

の会長でもある東京大学 大方潤一郎教授にお願いいたしました。  

白書の構成といたしましては、 「社会動向の変化の整理」 「部門

別方針の評価、評価を考える資料 」「地域別方針の評価、評価を考

える資料 」「実現化方策の評価」 「総評・今後の 課題」となって

おります。  

まず社会動向の変化といたしまして、人口推計ですが、平成 23 年 5

月 1日現在で１７万４３７８人となっております。  

増補版策定時から約４０００人の増加となっており人口減尐が囁か

れる昨今では珍しく右肩上がりの状況となっています。 しかし、将

来推計では、５年後に約６千人、１０年後には現在から約１万人の

減尐が推計として出されています。 また年齢構成については０から

１４歳までの年尐人口は、微減が見受けられるものの尐子化が大き

く進行することは無さそうと考えています。 しかし６５歳以上の老

年人口が増加し、５年後の推計では全体人口の 30％を超え超高齢化

の状態を大幅に超えてしまいます。 それに合わせ、１５から６４歳

までの生産人口が大きく減り、今後のまちづくりに対し、引き続き、

年齢構成を考慮した内容とすべきと考えております。 

財政状況でありますが、増補版策定時に比べ、財政力の低下傾向が

うかがえます。 実質収支比率や公債費比率は、望ましいと言われる

値を示しておりますが、全体的に、歳入基盤の落ち込み、財政の余

裕の無さ、年度間の財源調整用の基金の減尐といった問題を引き続

き抱えています。 人口及び、財政面からでもお解りいただけるよう

に、超高齢化社会に対する対忚、財源の確保を重要視しなければな

らないと考えます。  

続きまして部門別の評価について説明いたします。  

部門別方針は、１１部門から成り、施策としては１２６の施策があ

ります。  

全体的に見て、未着手となっているものは６．４％ととなり、残り

の８５．７%が実施中、７．９％が完了となっております。 未着手

については、２の自然環境の保全・回復の方針の水辺環境の整備・

活用、５の交通システム整備の方針の交通需管理の実施や駐車対策

の促進などがあげられます。 これらは、神奈川県が主体となって行

うものであり、本市単独で進めることが出来ないものとなっており

ます。  
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また、６の住宅・住環境整備の方針では全体の施策数が尐ないこと

から未着手のポイントが多くなっております。 しかし、施策の中で

は、空家の把握、高齢化や住まい方等、一連の内容となることから、

未着手を無くし実施に向けて進めていきたいと考えています。  

今回の白書では過去５年間の、推進状況をみて単に進んでいるかど

うかを検証するだけではなく、 各施策の推進状況の理由を内的要因、

外的要因として明示しております。  

内的要因とは、行政の内情に関することが原因となること、例えば、

予算や人員を対象としています。  

図の内的要因では、進んでいる施策をプラスと捉え、その要因を示

しております。 また、進んでいない又は、大幅な進展がないものを

マイナスと捉え、その要因を示しています。 全体的に見て、未着手

のものは予算の削減、実施するための計画に位置付けられましたが、 

その計画での優先項位や関係部局との連携が進まないことが要因と

なっております。 また、施策が進んでいるものの要因では、関係部

局との連携を図り、その後、補助金などを活用して進んだものもあ

ります。  

さらに、実施は行っているものの、施策展開において、予算が不足

していることも見受けられます。 

また、外的要因とは本市の状況を客観的に捉え、都市が抱える課題

が原因となること、例えば、社会情勢の変化や合意形成等を対象と

しています。 図の外的要因では、内的要因と同じように、進んでい

る施策をプラスと捉え、その要因を示しております。 また、進んで

いない又は、大幅な進展がないものをマイナスと捉え、その要因を

示しています。  

全体的に見て、未着手のものは社会情勢の変化、例えば現在の経済

情勢に合っていないなどが含まれます。また地権者や利害関係者の

理解及び、合意形成の未熟さにより進まないことが要因となってお

ります。  

また、施策が進んでいるものの要因では、住民・市民の目標の一致、

将来像の共有などによる合意形成の成熟によって進んだものもが見

受けられます。 さらに、地域の目標設定による優先項位によって完

了したものも多く、市民の期待や要望等に答えているのではないか

と考えます。  

今後、内的要因及び外的要因を精査し、その要因を踏まえマイナス

の要因の対策を行い見直しへ進めていきたいと考えております。  
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部門別方針では、増補版の土地利用の方針、自然環境保全・回復の

方針など、 １１部門ごとに学識経験者より総評を頂き、重点的に取

り組む内容に対し、本市の評価及びその取り組み状況を掲載してお

ります。 

抜粋して説明させていただきますと、白書の 18 ページをご覧くださ

い。 １土地利用の方針では、施策の実施状況として未着手のものは

無く、実施中（後期）と完了となっております。  

また、②では学識経験者による総評といたしまして、土地利用の方

針に対し、画面にありますように「鎌倉市まちづくり条例の改正、

開発事業等における手続及び基準等に関する条例の改正、 絶対高さ

制限型高度地区の導入、景観地区の指定などにより、土地利用秩序

の維持や住環境の保全施策は進展しているといえるが、 当初マスタ

ープランの目標としていた地区計画等を通じたきめ細かなまち並み

形成については、地域住民・地権者の合意形成の困難から、 大きく

進展しているとはいいがたい。 

今後、高齢化の進展に伴い、住宅地の空洞化（空き家・空き地の発

生）が顕在化することも懸念される一方、 比較的まとまった敷地の

ある場所では、高齢者専用賃貸者住宅や老人ホームなどが開発され

ることも予想される。今後、共同住宅（マンション）や高齢者専用

賃貸者住宅・老人ホームの立地の是非や相隣関係の調整ルール、 空

洞化が進行する住宅地の空き地の管理や敷地細分化・共同住宅化へ

の対忚などを含め、 地域の街並みの将来像と維持管理のルールを

各々の地域の住民・地権者の議論を通じて明確にしていくことが課

題といえよう。」と現時点での問題点や今後の課題を抽出していただ

いております。  

また、重点的に取り組む内容の評価として、住宅系土地利用におけ

る環境保全の良好な土地利用の維持を例とします。  

増補版 23 ページ左側（１）良好な土地利用の維持では、 「新たな

開発計画に対しては、周辺との調和がとれた土地利用を図るために、

緑地の確保、 景観や周辺の住環境に配慮したものとなるように誘導

するとともに、今後とも周辺住民と事前の調整を十分に行うよう事

業者に指導します。」 としております。その施策の進展状況を考慮

して、評価・今後の課題等に本市のコメントを掲載しております。 要

約として、「土地利用の転換を早期に把握し、助言を行うための「大

規模土地利取引行為」の届出、事業者が周辺住民等の意見を聞くこ

とができる「中規模開発事業」の届出を「鎌倉市まちづくり条例」
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の改正により位置付けた。 

また、都市計画の指定や条例の改正により一定の成果がみられる。

市民の理解と各地域の課題等の解決策の更なる充実を図ることなど

が課題である。まちづくり手法の活用については、「地区計画」のよ

うに、法的拘束力を持つものは、活用を敬遠する傾向があり、柔軟

な対忚が可能な「住民協定」を策定したいと考える市民も多い。こ

のため、市民に対しまちづくり手法の普及啓発を図り、市民が主体

的に活動する具体的方策の検討が課題である。」とコメントしており

ます。  

また、この施策に対し 20ページの（２）評価を考える参考資料では、

（１）良好な土地利用の維持として、鎌倉市まちづくり条例の改正

により、土地利用に対し早期に計画の公開を行いより良い計画に誘

導する手法を平成 19年 7月から運用している状況が記載されており、 

それに対する施策の取り組みを◎実施中後期とし、内的要因をプラ

ス C の人員の強化、プラス E の国、県、庁内関係部署との連携の 2

つをあげ、外的要因をプラス a 社会情勢の変化として明示しており

ます。  

また、７ 都市防災の方針に関しては、今年の 3月 11日に東日本大

震災が発生したことから、関心が高い分野でもあるのではないかと

思います。 増補版では、策定の前年の平成１６年 10 月には台風 22

号が接近し､また、新潟県中越地震が発生したことから、 防災に対

する関心が高い時期でもあり、多くの施策が記載されております。  

現在、その大部分が実施中でありますが、津波対策など検討の進行

速度を急がなくてはならないものも見受けられます。  

総評でも、鎌倉独自の耐震化施策や津波対策、水辺に近い市街地の

将来像の緊急な再検討、観光客等の帰宅困難者の対忚等、抽出され

た課題の検討を進め、改正に向けて検討していきたいと思います。  

地域別方針では、増補版の鎌倉東地域の方針、鎌倉中央地域の方針

など、 １１部門ごとの重点的に取り組む内容に対し、本市の評価及

びその取り組み状況を掲載しております。  

また、地域別方針では、重点的に取り組む方針として頄目数も尐な

いため、グラフによる表示及び学識経験者による総評は行っており

ません。 

重点的に取り組む内容の評価として、鎌倉東地域における近郊緑地

特別保全地区の指定を例とします。 増補版６１ページ右側 4）近郊

緑地特別保全地区の指定では、 「近郊緑地保全区域十二所地区の枢
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要な部分について、近郊緑地特別保全地区の指定を進めています。」

としております。 その施策の進展状況を考慮して、評価・今後の課

題等に本市のコメントを掲載しております。  

ここでは、「緑地保全に関する市民意識の向上等により、近郊緑地保

全区域の指定等が行われ、施策の推進が行われている。近郊緑地保

全区域 十二所地区の枢要な部分の近郊緑地特別保全地区の指定に

ついては、都市計画手続が進行中となっている。 今後、関連課との

連携を図り進行管理など、更なる施策の展開を期待する。」とコメン

トしております。  

この施策に対し８７ページの（２）評価を考える参考資料では、同

ページ下段重点４．近郊緑地特別保全地区の指定として、 十二所地

区のみならず岩瀬地区･今泉地区も含めた枢要な部分約 131haについ

て、(仮称)鎌倉近郊緑地特別保全地区の指定に向けて、 平成２２年 

１２月に神奈川県に市案の申出を行った。また現在都市計画手続が

進行中であることを記載しております。  

それに対する施策の取り組みを◎実施中後期とし、内的要因をプラ

ス D のその他計画への位置付け、プラス E の国、県、庁内関係部署

との連携の 2つをあげ、外的要因をプラスｃ 住民・市民の合意形成、

要望、プラスｄ地権者・利害関係者などの関係者の理解として明示

しております。  

この頄目は、鎌倉市都市マスタープランの実現のための方法論を記

載する頄目となっております。  

鎌倉市都市マスタープランでは、まちづくりの実現においては、「市

民、事業者、行政のパートナーシップによるまちづくり」を大原則

としています。  

そのことから、派生した 6頄目について評価を行っています。  

1 パートナーシップによるまちづくりの推進では、「市民、事業者、

行政のパートナーシップによるまちづくり」は、社会情勢の変化等

に対忚させ今後も重要事頄として継承していくこととしています。 

また、学識経験者による総評では、都市情報システムの導入や、ま

ちづくりハウスの開設など、これまでの、宿題事頄や鎌倉市まちづ

くり条例の見直し等についてより具体的にご意見を頂きました。  

最終章では、総評・今後の課題を学識経験者に頂きました。  

これまでに対し、全体の総評及び大きな課題として、震災・津波に

よって露わになった都市空間の脆弱性が指摘されております。  

また、持続可能な都市空間として、自然環境や自然災害に関する持
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続可能性としてのエコロジー、軒並み貧困化する現象を乗り越えて

いくための経済的持続可能性としてのエコノミー、社会的疎外現象

を乗り越えていくための社会的持続可能性としてのエクイティーの

３大要素を考慮し、具体的なエコタウン、ケアタウン、スローライ

フタウンの観点によるまちづくりの意見をいただいております。  

最後に、これまで進めてきた内容をとおして、現在の進行状況は一

定の成果があると感じております。しかし未着手のものも多くあり、

今後、マネージメントの必要性や、財源の確保など課題も引き続き

出ています。これらの課題の中には、一定の成果をあげている施策

の内的要因、外的要因を見てみるとヒントがあるのではないかと思

います。また、国、県や関係部局の連携を行った結果、施策の進展

があったものも多く、こうした連携はとても重要と感じます。さら

に、「市民・事業者・行政のパートナーシップによるまちづくり」は

継承し、今後の改正においても基軸に考えていきたいと思います。 

今後この白書を各課に配布し、施策展開や各行政計画に役立ててい

きたいと思います。 

２００７年からの世界金融危機、今年の東日本大震災から学ぶこと

も多いと感じております。  

また、会長からは「新たな時代に市民協働で取り組むためのマスタ

ープランの見直しが必要な時期に来ているように思えます。」と締め

くくりの言葉をいただいております。この意見を尊重し、また、今

後の経済状況の変化や高齢化に対忚するまちづくりの新たな考えを

取り入れ、市民協働で取り組むための鎌倉市都市マスタープランの

見直しに向け、進めていきたいと考えております。 

以上で説明を終わります。  

 

大 方 会 長  ありがとうございました。 

若干補足いたしますと、もともと鎌倉市の都市マスタープラン、最

初のものを作るべし、と当時の市長からご依頼を受けたのが実は阪

神淡路大震災の起きた当日でありまして、もう 16年前のことですが

私もまだ若かったこともありますけれども。それからその取りまと

めにあたり、次に増補版の取りまとめもお引き受けし、今回の白書

の学識経験者の総評というのは私が書きました。そういうこともご

ざいますので、それは忘れてですね、ここに会長としていると色々

と質疑しにくいかもしれませんが、それは忘れていただきまして、

どうぞご自由に質問ないし、ご意見を頂きたいと思います。 
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吉 田 委 員  112 ページのパートナーシップというところで、若干おそらく PPPの

影響からこのフレーズを使っていらっしゃると思うんですけれども、

そういう意味ではないですか。112 ページにパートナーシップという

のがありますよね。プライベート・パブリック・パートナーシップ

とかいう言い方をして最近、東洋大学の田淵先生あたりが一生懸命

にやっているフレーズを使ってパートナーシップという言い方をし

ていらっしゃるのかなあと思うのですが、それはまったく関係なし

にパートナーシップという使い方をされたのかを聞いてみたいと。 

 

大 方 会 長  これは、都市計画の分野では、かなり昔からパートナーシップとい

う言葉は出ておりまして、80 年代半ばぐらいからアメリカからまさ

に行政と利用者と市民、パートナーシップという言葉があって、こ

こで言わんとしていることはいわゆる市民参加型のというような協

働のまちづくりというようなことをカタカナで言ったのだと思いま

すけれど。 

 

吉 田 委 員  そうですか。そうするとですね、マスタープランの中で言っていた

ところだと思うのですが、金が無いと。金が無いというような時に

ですね、パートナーシップというのは誰が誰にどんな仕事を任せた

ら良いのか、誰にどの仕事を任せたら良いのかというところが明ら

かになってくるというところが、本当は重要だと思います。そうい

う言い方をすると、それぞれの仕事を役所がやっていた方が良いの

ですかというのと、それとも誰かお任せした方が良いのですか、と

いうような見方ができるような作り方をしているのがひとつ重要で

はないかなという形で見させて頂きました。 

 

大 方 会 長  はい、ありがとうございます。あの、今確認しまして最初の分厚い

初代のマスタープラン 177 ページから、もうパートナーシップによ

るというのはあってですね、ですからこの当時はどちらかと言うと

その市民が参画して事業者と行政がやる仕事を監視するようなニュ

アンスだったような気がするのですがね、あるいは企画に参加する。

それで確かに時代が段々変わってきて、例えば公園の管理を市民自

身が行う、市民自身が事業に関わる、ボランティアとして関わると

か、色々な話が出てきて、まさにおっしゃる通りいわゆる役割分担

として市民に何をお願いするのか、行政が何をやるのか、そういう

ことを議論しなければならない時代になっていると思います。 
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他に、何かございますか。 

今日はご報告といいますかご説明があったように、これから 2年、3

年後ぐらいに本格的にマスタープランの見直しに入るのだろうと思

うのですけれども、一方でやはりあの 3・11 の災害の大きな衝撃が

ありまして特に皆様ご承知の通り、鎌倉市は、これまでも津波の被

害に相当遭っているのですね。あまり認識が委員の皆様は浅いかも

しれませんが、大仏さんも、台風で屋根が飛んだという説と津波で

無くなったという二説があって、良くわからないのですけれどもね、

とにかくあの辺まで津波の水は来そうだ。それに対して、いまの海

岸の堤防はおそらく想定しているのだろうと思うのですね。今、中

央防災会議でも中南海、その他含めて津波被害の見直しが始まって

いると思いますが、鎌倉もおそらく都市マスも 2 年後見直しに入る

ときには必ずここは避けて通れないので、この 2 年間の間に津波の

シミュレーションとかですね、あるいはどういうところに問題があ

るかというような調査は始めないといけないかなと思っているので

すけれども。 

その他、ぜひ皆さん方からも 2 年後と言わず、そろそろ次の時代に

向かって鎌倉はこんな事をしなければならないのではないか、とい

うようなアイデアを折にふれていただければ、お伝えいただければ

と思います。 

 

大 江 副 会 長  ご説明いただいたと思うのですが、白書の位置付け、もう一回、こ

の白書を作ることを、どういうふうに意図してお作りになったかと

いうこと、これがちょっと時間をおいて 2013年度から改訂されてい

く上で、どういう点がポイントとして浮かび上がってきたか、一番

重要なポイントについてお話して頂きたいのが一点、もうひとつは

事業の実施状況について評価をされているわけですが、実施中とい

うのが、たとえば実施して 20年かかるような実施中というのとです

ね、比較的短期で終了する実施中っていうのが、全体の紫が多いと

思うのです 15ページですね。どういう実施中の状態なのか中身を分

けてもう尐し細かくと言いますか、数年後に完了するものとか、十

年後に完了するというものまで、中身を分けて把握していらっしゃ

るのかどうか、お伺いしたいのですが。 

大 方 会 長  事務局の方から、よろしくお願いいたします。 

 

舘下都市計画課長  一点目の白書の位置付け的なものなのですが、この増補版が平成 17
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年 3 月に出されてございますが、この後 5 年経過ということで最低

でも評価検討は必要であるということで、評価検討をして、必要で

あれば見直しをするということでございますが、先程も説明させて

いただいたとおり、見直しにつきましては鎌倉市の最上位の計画、

総合計画と合わせる必要があるだろうということで、見直しではな

くて評価検討をして白書としてまとめたのがこの冊子でございます。 

 

大 江 副 会 長  それに関して分かったポイントについて。その点がやはり次の 2013

年度から始める改訂作業の上で重要であるということについて、認

識を改めた点、というのをかいつまんで。一つあるか二つか三つか

わかりませんが、どういう点が一番ポイントになっているか。 

 

大 方 会 長  新任でいらっしゃるから。この作業自体はご担当されていなかった

と思いますけど。 

 

舘下都市計画課長  着任してまだ一月です。 

今回は調査が見えてきたこと、わかってきたことが何点かございま

して、まず施策の実施状況からしますと、６番の住宅住環境の継続

の進捗の遅れが目立っているということです。 

それから、内的要因から見ますと予算、人員不足をマイナスの要因

として考えております。それからプラスの要因としては他部署との

連携をあげているところが非常に多くございまして関係課と連携す

ることが施策の進捗に大きなポイントになるということでございま

して、それで市民に対しても職員に対しましても都市マスタープラ

ンの将来像の共通認識を持つ必要があるのではないかと。 

外的要因のほうから見ますと社会情勢の変化に施策の進捗状況が大

きく左右されるということが言えるかと思います。それから、実施

中の頄目を見ますと市民の合意形成や地権者、関係者等の理解があ

げられた要因の多くを占めていると。  

各課においては、そういった市民や地権者の意見として苦慮してい

る状況、ということが窺えます。 

完了した施策については、地域の重要度の優先項位の連動がもっと

も多く、地域住民の機運の高まりに押される形で施策が遂行されて

いく例が多いということで、やはり地域住民の総意、意見、そうい

ったものが、やはり実施にかかってくる。 
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大 方 会 長  大変そうなので私が引継させていただきます。差し上げたいと思い

ます。このパンフレットにございますが、最後の裏のところに評価、

検討、結果と書いてあります、ここに端的に今回の自己点検作業の

進捗状況、新しい課題が書いてあります。なぜ今回行ったかという

ことは、当初のマスタープランの段階で、尐なくとも５年ごとに点

検をして白書のようなものを作れ、ということになっていたからで

ありまして、今回急に必要性が生じたという認識でやったというこ

とではありません。やってみますと、もともとのマスタープランが

定量的な目標を抱えているような性質のものではないものですから、

着手している進展している、といっても目標に対してどのくらい進

展しているのかという数量的評価はちょっと難しいということで、

何か尐しでも手がついていれば着手しているとなっていますから、

非常に甘い評価にはなっている訳です。ですが、それではいけない

ので定性的ではありますが具体の事業の進展の状態などを、私とコ

ンサルタント、それから事務局とで頭を突き合わせながら何回か○

×△とかをやって、その結果、ある程度総評的な判断をしていると

いうことです。結果をみますとパンフレットの裏の方になっており

ますが、骨格的な緑の保全については都市計画審議会でも何度も行

ってきている、近郊緑地保全とか特別保全地区とか今日の公園など

もありますが、かなり成果が上がってきている。 

それから、建物の高さですね、スカイラインのような大きな景観と

いう点でも制度的に進展しましたけれども、それから深沢を含め拠

点地域の整備も着々と進んではきている。一方でずっと宿題になっ

ているパークアンドライドとかですね、公共交通を充実させていく

上で抑制しようという問題はなかなかまだ難しいですね。それがひ

とつ、もうひとつはいわゆる住民主導で地区まちづくり計画のよう

なものを作って、きめ細かくまち並みを作ったり歩きやすい道を作

ったり身近な緑を育てたり、そういうところがまだ尐し弱い。なか

なか審議指導と言うはやすく、実際合意を作ってまさに先程のパー

トナーシップの中では市民の果たす役割は大きいわけですが、そこ

が大きくぐんぐん進むというわけにはいかない。ただ、一部まちづ

くり計画などはもうできている。進み始めている面もある。あるい

は商店街の整備なども、ある程度進み始めている。次の課題は、こ

の辺に持ってくるとどうですかね。そうするとまちづくり条例も更

に見直してですね、もっと市民の自主的な活動を支援できるような、

条例する必要がある。それから防災対策ですね。津波のこともあり
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ますし耐震補強などもあまり進んでいない。それから、鎌倉は地形

も急峻なところがあってひな壇造成のような住宅地もあり、住宅の

バリアフリーといってもこれから高齢化がますます進む中で、この

辺もどうするかっていうのも新しい課題です。 

だいたいそんなところですかね。自分で作っておいて、甘いと言わ

れれば、まあその通りなのですけれどもね。自分では辛口に評価し

たつもりではあるのですけれども。 

補足しますと、先ほど申しましたように、以前の鎌倉のまちづくり

条例というのは、ちょうど阪神淡路の地震が起きた頃に最初はでき

た。その最初の時は、住民主導のまちづくり計画っていうのは入っ

ていなかったのですね。地震が起きまして、それで、あそこでまち

づくりを一生懸命にやっていた真野地区が意外に災害に強いとコミ

ュニティーが災害に対して。そういうことも市長も意識されて、急

きょ、まちづくり条例にも市民主導型のまちづくり計画という条頄

が入ったわけですが、とりあえずとってつけて入ったものですから、

それに対して支援をすると、あるいはコンサル派遣をするとか鎌倉

の場合、まだあまり入っていないのでは。どうですか。その後の改

正で、尐し変りましたかね。 

 

征矢まちづくり政策課長  まちづくり政策課の征矢といいます。いま大方先生がおっしゃった

ように、まちづくり条例が最初にできたときに、その時から一忚自

主まちづくり計画は入っているのですが、その辺りはあまり手厚い

ものではなかったです。ただ、最初のころから、まちづくり政策と

いいますかまちづくり計画を作るにあたりましてコンサル派遣とい

うものは一忚、入れてあります。あるのですがなかなか自主まちづ

くり計画を作るにあたってのコンサル派遣も、いい部分、悪い部分

あります。また、開発との関係で、専門家がどう市民の中に入った

らいいかというのもありまして。まちづくり条例の見直しの中では

更なる充実をはかっていこうということで検討していっているとこ

ろです。 

 

大 方 会 長  ありがとうございます。まあ、そういう、どうやって合意を作って

計画を作っていくのだという部分もありますし、まちづくり条例上

の制約を立てても、それが直接的な建築規制には結びつかない。わ

からないという点もあるので、今後その市民主導のきめ細かなまち

づくりを進めるとすると、まちづくり条例の改正も視野に入ってい
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ると思います。 

 

吉 田 委 員  報告、ということですから何を話せということはないとは思うので

すが、先生がお示しされたマスタープランの後ろの方の実現の方途

というところにありますが、財源の強化というのがございますよね。

新たな財源確保の件と民間資金活力の導入というところでですね、

鎌倉市の方々は鎌倉市の市民税を納めるときにありがとうって言っ

ているのかどうかっていうことを聞きたいなあと思います。新たな

財源確保を検討するのであれば、ありがとうって言って払っている

人が多いのであればそれは結構だとは思いますが、払う時にですね、

嫌だなとかですね、それから、昨日だったかなあ、新聞に国民年金

の延滞というのは 5 割を超したとか 4 割を超したとかありましたけ

れども、税というのを基本にすると、必ず行政を伴い、略奪に近い

ようなものがありまして、そういうような時にですね、新たな財源

確保の検討というのが、これが税を意味するのか、あるいは公債発

行とかですね、子供にツケを回していくようなことを意味するのか、

というところをもう一回考えた上で、どういうものを財源というの

か、使っていい金か、使ってはいけない金か。まあ簡単に言うと「あ

りがとう」って言ってお金をもらっている民間の商人のようないた

だき方をしているのかどうかとかいうようなところは検討したほう

がいいのかなあと。民間資金の導入、活力の導入という時にですね、

パートナーシップというまちづくりの推進の見方をした時に、果た

してその金額が妥当なのか、というところを見る必要もあると思い

ます。 

 

関沢都市計画課長補佐  ありがとうございます。おっしゃっているご意見、ごもっともだと思

いますし、私達の方でもありがとうといわれるような公務員になろ

うと思っております。現在、鎌倉市でも市民意識調査なり、満足度

調査をやらせていただいている中では、あまりいい結果はでていな

い。そこを踏まえながら、都市マスタープランでも考えながら進め

ていきたいと思います。 

 

大 方 会 長  若干補足しますとね、ここに書いてあるのは、これからそうしたい

というのではなくて、増補版という二回目のマスタープランのとこ

ろに、こういう２頄目が書いてあると、まあそういうことなんです

ね。その増補版の方、お手元にあると思いますが、109 ページの最後
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のところに書いてありまして、税金なのでしょうけれども緑地保全

基金、その辺をさらに確保とか受益者負担をとるとか、観光に関す

るものとか、その辺を当時は考えていたのですね。横浜市でやって

いるような緑に対する負担、そんなところが念頭にあったのか。或

いは、当時は開発指導要綱にからんで、いわゆる負担金ですね、あ

れを鎌倉市はかなり持っていて。今も持っているのでしたっけ。市

がやっていたのでしたっけ。 

 

石井まちづくり政策部長  縮小しています。 

 

大 方 会 長  縮小していますか。その辺の話、いかにその要綱でとっているもの

を条例化するか、そんなところが念頭にあったのかもしれません。

もう一つの民間資金という方は拠点整備、深沢のあたりで整備に対

して PFI のようなことが書いてある。よくある話ではありますね。

むしろ、これまではそうだったのですけれども、これから、財源が

低下していく、高齢化していくと。その時にどういう形で財源を確

保し、どういう形で市民にサービスをしていくか。その辺をこれか

ら抜本的に直さなくちゃいけないでしょうね。 

 

吉 田 委 員  もし可能でしたらね、可能と言うよりもせっかく鎌倉ですからね、

100年後というのかな。ここで30年でやると言っていましたけども、

100年経ったときに、何が残っているのか、何を残していくのかって

いう見方をしていった方が、作っていくというよりも残していく、

という見方をしていった方がいいんじゃないかと思います。その意

味ではですね、環境負荷の尐ない都市というかたちで書いてありま

すが、たしか鎌倉市というのは水系が一本か二本、市の行政区の中

にありませんでしたっけ。それからもうひとつですね、ナメカワと

読むのでしたっけ。県から移管されたっていうような、砂防ダムが

果たして良いのかどうかというようなところと、それから、生物多

様性っていうような意味では他と比べて割と自由度が高いところだ

と思うのですよ。そういうような意味ではどんな生き物を次の世代

でも見せてあげられるようにしておくのか、というような視点も持

っておく必要があると思いますし、そういうのは、あまり得意じゃ

ないと思うのですよ。市の職員の方っていうのは。例えば、茨城県

にアサザ基金っていうのがあるのをご存じですか？あるのですよ。

この連中は霞ケ浦が死の湖って言われるようになったのを回復して
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いくかっていうことをやっているところなんですね。何をやったか

というと、飯島博という、たしか 57 年くらいの生まれの男ですが、

彼が小学校の子供たちにアサザの里親になってね、ということをし

てですね、子供達が霞ケ浦の固有の植物をですね、守り育てていく

っていうようなことをやっていたのですよ。そのやってた連中は、

子供がやるとですね、お父さんお母さんもですねカタに取ったとい

う形になってですね、環境再生をしていくっていう意味じゃあ絶滅

危惧種が若干上に上がっていったという、そういうことをやってい

るのですね。そういう連中に仕事を任せたときには、環境減税にな

りますよとか、市民の負担をどうやって減らしていくかっていうよ

うなところを見せてあげるようにした方が、却って財源の確保とい

うよりも、能力のある人に仕事を任せられるような仕組みを作って

いくという発想の転換をしていった方がですね、できない仕事をい

くらやっていたってですね、お金かかるだけですよ。 

 

大 方 会 長  まあそれはともかくとして、市民の活用というね。 

 

吉 田 委 員  できない仕事はぜひ手放す、ということですよね。出来る人に仕事

を任せる、という仕組みを作っていかないと。今までは市役所にで

すね、市民がこまっていることは何でもやるところと、おそらく 1200

くらいの仕事を任されていると思うのですけれども、できないもの

はできませんと言った方が良いのじゃあないかなあと思います。 

 

大 方 会 長  いえいえ。鎌倉もそこそこそういうことにも手を付け始めた、とい

うところだとも思います。 

 

大 江 副 会 長  今のこととは違うことで思い出したのですけれども相続税制が大幅

に改正されまして、日本の既成市街地というのは相続とともに変わ

っていく。つまり多くの場合には売られて細分化するということが

繰り返しきていたのですけども。今回の相続税の改正によってそう

いった土地の動き方が変わってくる可能性があると思うのですね。

それについて、視点として一つ持っていた方が良いのではないか、

ということで既成市街地が変わっていくときのコントロールのよう

な部分が十分に、相続というものは、売らなきゃいけない人はちゃ

んと売りたいわけですし、そうやって動くことをあまり規制しすぎ

てもいけないと思うのですけども、同時にそれによって、環境が著
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しく悪化するということが今後起こりかねない、といった場合には

ですね、それに対する規制がある程度かかるっていうような仕組み

を考えておかないといけないかな、それは十分かどうかわからない。

十分かもしれませんけれども、十分かどうかっていうあたりも尐し

検討して欲しいなと思います。 

 

大 方 会 長  ありがとうございます。相続自体がどうこうではなくて、要するに

土地が細分化されるのじゃないかとかマンションになってしまうの

ではないだろうかとかあるのだと思います。これと絡めて、学生と

一緒に実態調査をしたいと思ってたのですが、3・11が起きまして延

期になってしまったものですから間に合ってないのですが最近の高

齢化とかその社会経済の変化に伴って、住宅地がどういうふうに変

容しつつあるのかを調査したいと思っています。 

 

石 川 委 員  やっぱり 3・11 の災害を契機に大幅に価値観を変えざるを得ない状

況になっていると思うのです。今まで耐震化というのは建物に対し

てはある程度規制をかけてきたと思うし項当にやってきたと思うの

ですが、新たな課題の津波で、わたしも福島県に入ったのですけど、

やはり福島県のリアス式と違って、平面で、面で津波がきます。だ

から鎌倉市とほぼ地形が似ているのですけども、そうすると遠くに

ある大仏さんも動いた、といいますけど、ああいった津波がきたら、

あり得るだろうな、ということがあって、それでは命を守るために

は面で逃げるよりも高さで逃げるべきだ、ということがわかってく

るのですが、じゃあ果たして、景観を重視していくとね、高さがな

い。確かに鎌倉市の海沿いは山が無くて、高いところが無くて、そ

の辺のまちのつくりを変えていかざるを得ないような方向にこれか

ら国づくりっていうところまで変わってくるのではないかなと思っ

ていますので、そういう視野も、たぶん県が津波対策を行ってくる

と思いますので、そこにも合わせながらその改訂に向けて準備も進

めていかないといけないし検討もしていかなければいけないのだろ

うなと思いますので、わたしは、津波対策が課題だと思っています。

その点ご重視していただきたいなと思っています。 

 

大 方 会 長  マスタープランに限っている訳ではございませんので、今日ここで

せっかく都市計画審議会でございますから、何かございましたら。

鎌倉市の都市計画マスタープランにご理解いただいたということで、
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よろしいでしょうか。 

ご意見・ご質問が無いようでしたら、次第の 2、報告まで終了いたし

ましたので、次に、次第の 3、その他として、事務局からお願いいた

します。 

 

舘下都市計画課長  ご審議ありがとうございました。 

次回の都市計画審議会の開催でございますが、７月中旪から下旪こ

ろに予定したいと考えております。 

議題といたしましては、前回、ご報告させていただきました、神奈

川県が決定権者であります、鎌倉近郊緑地特別保全地区と常盤山特

別緑地保全地区の都市計画決定についての諮問を予定しております。 

委員の皆様には、改めてご連絡の上、日程調整をお願いしたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

大 方 会 長  それでは、委員の皆さまから何かございますか。 

なければ、以上をもちまして、本日の都市計画審議会を終了させて

いただきます。各委員さんには、ご協力を賜りまして、誠にありが

とうございました。 


